
好酸球性副鼻腔炎の
患者さんのための

指定難病医療費助成制度について
 監修

好酸球性副鼻腔炎は、国が定めた指定難病のひとつです。
お住まいの都道府県・指定都市に申請し、

認定されると、医療費の助成を受けることができます。
本冊子では、医療費助成制度の仕組みや申請方法などについてご紹介します。

治療に対する不安を少しでも取り除けましたら幸いです。
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お問い合わせ先・情報提供サイト（2024年9月現在）
指定難病全般について知りたい方

難病情報センター

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5212

お住まいの地域における指定難病の申請方法などの情報

難病情報センター 都道府県・指定都市担当窓口

http://www.phcd.jp/index.html

難病について相談ができる保健所に関する情報

全国保健所長会

 申請前に負担した医療費は助成の対象になりますか？
 中等症または重症の方・好酸球性中耳炎を合併している方は診断日から、軽症
高額該当の方は基準を満たした日の翌日からが、医療費助成の対象となります。
ただし、いずれの場合にも申請日からのさかのぼり期間は原則１ヵ月です。詳し
くはお住まいの都道府県・指定都市にお問い合わせください。

  受給者証に有効期限はありますか？
  有効期限は原則1年以内で、更新手続きの時期は自治体によって異なります。
 「軽症高額該当」や「高額かつ長期」を認定されている方は、受給者証の更新時に
継続の判断が行われます。その際は、自己負担上限額管理票のコピーなども提出
する必要があります。

 詳しくはお住まいの都道府県・指定都市にお問い合わせください。

  引っ越しをすることになりましたが、受給者証はそのまま使えますか？
  住所や氏名などが変わる場合は変更手続きが必要です。また、お住まいの地域か
ら転出する場合は、別途手続きが必要になる場合があります。詳しくは申請を行っ
た都道府県・指定都市の担当窓口にお問い合わせください。
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難病法（難病の患者に対する医療等に関する法律）では、以下の4つの要件を満たす
病気を難病と定めています。
そのうち、さらに2つの要件を満たす病気が指定難病です。好酸球性副鼻腔炎は指
定難病であり、医療費を助成する制度があります。

好酸球性副鼻腔炎について、難病指定医療機関※で受けた医療等にかかる費用が
助成されます。

好酸球性副鼻腔炎と診断された方のうち、以下に当てはまる患者さんが対象と
なります。

医療費総額（10割分）のうち、患者さんの負担（自己負担）が2割もしくは上限額
までになります。

どれくらい助成されるの？

指定難病って何？

どのような人が助成の対象になるの？

助成される医療費って何？

難病 指定難病

好酸球性
副鼻腔炎

● 発病の機構が不明
● 治療方法が確立していない
● 患者数が少ない
● 長期の療養が必要

● 患者数が一定数に達しない
● 客観的な診断基準が確立

が受けられる

❶中等症
　または重症の方

❷好酸球性中耳炎を
　合併している方

❸軽症の方

助成を受けることができます

高額な医療を継続することが
必要な場合は助成を受ける
ことができます
（軽症高額該当）

※都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなどです。
　該当する医療機関は都道府県・指定都市のウェブサイトなどでご確認ください。

難病指定医療機関※

・診察代や治療代
・お薬代 など

患者さんの負担は
医療費総額の3割※
※年齢や所得に応じて
　負担割合は異なります。

一
般
的
な
医
療
費
の
負
担

対
象
の
場
合

さらに

上限額を
超えた分を負担

1ヵ月の負担は自己負担上限額※まで
※詳細は　　　をご覧ください。

指定難病制度
（国や都道府県・指定都市）

患者さんの負担は2割※に
※1～2割負担の方の負担割合は変わりません。

3割

医療費助成

助
成
制
度

1割を負担

指定難病制度
（国や都道府県・指定都市）

上限額
まで2割

詳細は　　　をご覧ください。P5

詳細は　　　をご覧ください。P6

調剤薬局病院

P4
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世帯の所得などによって、1ヵ月あたりの自己負担上限額が定められています。
認定されると、申請した翌月から（申請日が1日の場合は当月から）の自己負担上
限額が決定されます。

3割

一般所得Ⅱ

110,000円（好酸球性副鼻腔炎の治療）

1ヵ月あたりの自己負担額は、「一般」の上限額である20,000円となります。
さらに、好酸球性副鼻腔炎の治療のための医療費総額（10割分）50,000円超
を負担した月が12ヵ月の間に6回以上ある場合、「高額かつ長期」への変更申請
ができます。認定されると、申請日の翌月から（申請日が1日の場合は当月から）
の1ヵ月あたりの自己負担額が10,000円に減額されます。

※「高額かつ長期」とは
申請月を含む過去12ヵ月の間に、好酸球性副鼻腔炎にかかった1ヵ月あたりの医療費総額
（10割分）が50,000円を超える月が6回以上ある場合に、申請することができます。
過去の医療費総額は自己負担上限額管理票などで確認できますので、保管しておきましょう。

認定された月以降が
対象です。
6回は連続していなくてもかまいません。

認定されると、申請日の翌月（申請日が
1日の場合は当月）から自己負担上限額
が「高額かつ長期」に変更されます。

もしくは

申請

自己負担額
33,000円

20,000円

10,000円

指定難病の助成13,000円

77,000円

77,000円

自己負担額が20,000円までに

自己負担額が10,000円までに

医療保険の負担
77,000円

一般的な
医療費の負担

助成制度
対象の
場合

23,000円

一般

高額かつ長期

自己負担割合

階層区分

1ヵ月の医療費総額（10割分）

自己負担の上限額はいくらになるの？ 制度を利用した場合の1ヵ月の自己負担額の例

❶中等症または重症の方 ❷好酸球性中耳炎を合併している方

医療費助成における自己負担上限額（月額）

難病情報センター．指定難病患者への医療費助成制度のご案内．https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 
（2024年9月閲覧）

（単位：円）

階層区分
階層区分の基準 自己負担上限額（外来＋入院）（患者負担割合：2割）

一般 高額かつ
長期※

人工呼吸器等
装着者

0 0生活保護

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

一般所得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上位所得

（       ）

10,00020,000

30,000 20,000

0

2,500

5,000 5,000

本人年収
～80万円市町村民税

非課税
（世帯）

市町村民税
課税以上 7.1万円未満

（約160万円～約370万円）

市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
（約370万円～約810万円）
市町村民税25.1万円以上
（約810万円～）

本人年収
80万円超～

2,500

10,000 5,000 1,000

自己負担上限額管理票

（ ）内の数字は、夫婦2人世帯の
場合における年収の目安

入院時の食費 全額自己負担
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軽症の方でも、以下のように医療費総額が一定の基準を満た
す場合は「軽症高額該当」として助成を受けることができ、
1ヵ月の自己負担額は「一般」の上限額である20,000円にな
ります。
さらに、好酸球性副鼻腔炎の治療のための医療費総額（10割
分）50,000円超を負担した月が12ヵ月の間に6回以上ある場
合、「高額かつ長期」への変更申請ができます。認定されると、
申請日の翌月から（申請日が1日の場合は当月から）の1ヵ月
あたりの自己負担額が10,000円に減額されます。

● 受給者証が届くまで
▶▶申請してから受給者証が届くまで数ヵ月かかる場合があります。
▶▶受給者証が届くまでの自己負担額と医療費助成適用額の差額
は払い戻し請求ができます。
請求方法はお住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合
わせください。

● 受給者証が届いたあと
▶▶受診時に「特定医療費受給者証」と「自己負担上限額管理票」
を提示すると、医療費の助成が受けられます。

▶▶複数の病院を受診する場合や院外の調剤薬局でお薬を受け取
る場合でも、自己負担額は合算されます。
各医療機関での負担額は「自己負担上限額管理票」に記録し
て管理されますので、忘れずに持って行きましょう。

難病指定医※に、診断書（臨床調査個人票）を
作成してもらいます
※都道府県・指定都市から指定を受けた指定医です。
　難病指定医は都道府県・指定都市のウェブサイトなどでご確認ください。

受診

必要書類をそろえて都道府県または指定都市の窓口に提出します
申請

認定されると特定医療費（指定難病）
受給者証が交付されます認定

指定難病医療費助成制度の申請方法

助成を受けるまでの流れ医療費総額の3割負担

軽症のため
助成の対象外

自己負担額
33,000円

自己負担上限額が20,000円に

軽症高額該当

自己負担上限額が10,000円に

高額かつ長期

中等症・重症の患者さんと同様の医療費助成

12ヵ月の間に月ごとの医療費総額が33,330円（自己負担額が約10,000円）を
超える月が3回以上あった場合、「軽症高額該当」として医療費助成の申請ができます。

23,000円

10,000円
20,000円

指定難病の
助成

13,000円

医療費総額
33,330円超が
12ヵ月以内に
3回以上

医療費総額
50,000円超が
12ヵ月以内に
6回以上

その他の経済的な負担を軽減する制度について
●高額療養費制度
1ヵ月の間に医療費の自己負担額が一定の金額を超えることになった場合、自己負担額を上限
額までにおさえることができる制度です。好酸球性副鼻腔炎以外にかかった費用も対象となり
ますが、自己負担上限額は指定難病の医療費助成制度より高く設定されています。詳しくは加
入している公的医療保険の保険者などにご確認ください。

●医療費控除
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円（総所得金額が200万円未満の方は総所得
金額の5％）を超えた場合、確定申告をすると所得状況に応じた還付金を受け取ることができます。
確定申告に必要となる医療機関の領収書は保管しておきましょう。

必要書類（自治体により若干異なります）
● 診断書（臨床調査個人票）
● 申請書（指定難病医療費支給認定用）
● 公的医療保険の健康保険証（被保険者証）のコピー
● 市町村民税の（非）課税状況を確認できる書類
● 世帯全員の住民票 など 

❸軽症の方
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